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「放送法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集」 

に対して提出された意見と総務省の考え方 

 

１ 意見募集期間 

平成24年11月22日から同年12月21日まで 

 

２ 意見提出者（五十音順）（合計4,343者） 

（１）放送事業者（10者） 

(株)サンテレビジョン、(株)ジャパン・モバイルキャスティング、(株)ＴＢＳテレビ、(株)ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ、

(株)テレビ朝日、南海放送(株)、(株)ニッポン放送、日本テレビ放送網(株)、日本放送協会、 (株)文化放送 

（２）団体（５者） 

花王(株)、コミュニティ・サイマルラジオ・アライアンス、(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、(財)全日本ろうあ連盟、 

(社)日本民間放送連盟 

（３）放送事業者及び団体以外の者（大半は個人からの意見提出）（4,328者） 

 

３ 提出された意見と総務省の考え方 

別添のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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別添 

整理No. 該当箇所 提出された意見【意見提出者名】 総務省の考え方 

１ 無線局免許手続規則（昭和25年電波監理委員会規則第15号）関係 

１－１ 別表第２号第１（基幹放送局（衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。）の無線局事項書の様式 

No.１ 26の欄（事業計画等）及び31の欄

（放送区域） 

無線局事項書の記載項目の簡素化による審査の効率化を目的と

して、以下の内容について、追加で整備をお願いいたします。 

当社開設計画の認定時に事業計画についても認定いただいてい

ることから、無線局の免許手続（免許申請と再免許申請）におけ

る申請書の事項書26欄 事業計画等への記載は、開設計画の認定

を受けた特定基地局について、開設計画認定の申請書と同一の内

容を記載するため、記載を省略または「開設計画認定番号第○○

号に同じ」と記載できるように希望します。 

【株式会社ジャパン・モバイルキャスティング】 

現行制度上、再免許の際の事業計画に

関する資料については、当該資料の内容

の全部が現に免許を受けているものと同

一である場合は、提出を省略できること

となっています。今回の改正において、

この点に変更はございません。 

２ 電波法関係審査基準（平成13年総務省訓令第67号）関係 

２－１ 事業計画の実施の確実性（事業収支見積り） 

No.２ 第３条（無線局の免許及び再免許

並びに予備免許） 

（８）基幹放送局の業務を維持す

るに足りる経理的基礎は、次

のア及びイに適合するもので

あること。 

イ 法第６条第２項第４号に

規定する事業計画及び事業

収支見積りについては、そ

の記載内容が当該地区にお

ける諸般の状況等から判断

して、客観的に適切な内容

のものであり、希望する免

「電波法関係審査基準」改正案や「地上基幹放送局の免許及び

再免許等方針」等において、事業計画の実施の確実性について、

「特に、事業収支見積りにおいて収入が減少傾向にある場合は、

事業収支見積りの裏付けとなる費用削減方策が具体的、かつ、適

切に記載されていること」が追加されていますが、「具体的、か

つ、適切」な費用削減方策にどういった内容が求められているの

か、また、総務省が「留意して審査する」基準が不透明です。 

【日本テレビ放送網株式会社】 

経理的基礎の審査においては、従来か

ら、事業計画及び事業収支見積りが、諸

般の状況から判断して客観的に適切な内

容であり、免許の有効期間において確実

に事業の計画を実施できるものであるこ

とを確認してきたところです。 

昨今の放送事業をとりまく経営環境は

厳しい状況にありますが、放送は国民に

とって重要な情報入手手段であり、事業

収入が年々減少していく場合であっても

具体的かつ適切な費用削減方策を講じる

ことにより、放送業務を安定的に維持し

ていくことが重要と考えています。 

No.３ 放送収入の減少は、わが社の場合も昭和58年頃をピークにその

傾向が続いております。平成新局の誕生でテレビ4局地区になっ

たことや、その後デフレ経済の流れの中で、スポンサー企業の広

告費削減、インターネットメディアの伸張、などが影響してきた

ためです。いわば、それは全国的な傾向と言えます。 
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許の有効期間において確実

にその事業の計画を実施す

ることができるものである

こと。特に、事業収支見積

りにおいて収入が減少傾向

にある場合は、事業収支見

積りの裏付けとなる費用削

減方策が具体的、かつ、適

切に記載されていること。 

＜地上基幹放送局の免許及び再免

許等方針＞ 

１ 審査基準 

  免許及び再免許等の申請につ

いては、特に以下の事項に留意

して審査すること。 

（２）事業計画の実施の確実性 

事業計画書及び事業収支

見積書等については、客観

的に適切な内容であり、免

許の有効期間において確実

に事業の計画を実施できる

ものであること。特に、事

業収支見積りにおいて収入

が減少傾向にある場合は、

事業収支見積りの裏付けと

なる費用削減方策が具体

的、かつ、適切に記載され

ていること。 

しかし、その中で当社は人件費コストの削減や組織の再構築な

どの経営改革、経営努力などをすすめ、デジタル投資のための赤

字期間を脱却し、すでに黒字体質となっております。改正案に、

「収入の減少傾向」を条件にして具体策の記載を求めていらっし

ゃいますが、こうしたものはすでに中長期計画を策定、実施して

おり”今更”の感があります。 

“安定した経営により、質の高い放送を継続し続けるこ

と”・・を基幹放送業務の認定条件に求めておられるであろうこ

とは理解いたします。であるならば、それは「売上ベース」では

なく「利益ベース」を条件に文言を改めるべきか、或いは削除す

るのが適当と考えます。 

更に、地域放送局の使命は、安定経営が大前提であるとして、

未視聴・難視聴地域をなくすなどの「県域内での放送エリアの拡

大努力」や、質の高い地域情報を発信する「自社制作率」の問題

こそ議論されるべきと考えます。 

【南海放送株式会社】 

総務省としては、申請者の事情に応じ

て策定された費用削減方策等を踏まえ、

経理的基礎を適切に審査する予定です。 
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２－２ 予備免許後できるだけ早期の放送開始 

No.４ 第３条（無線局の免許及び再免許

並びに予備免許） 

（10）地上基幹放送局（地上基幹

放送を行うものに限る。）の

新たな免許の申請である場

合、予備免許後１年以内に親

局から放送を行うものである

こと。 

「電波法関係審査基準」改正案の第３条（１０）において、地

上基幹放送局の新たな免許申請の場合は、予備免許後１年以内に

親局から放送を行う旨が規定されましたが、これは放送がすでに

実施されている地域の視聴者の利益を損なわないため、従来の方

針を踏襲したものであり、適切な措置と考えます。当該の放送開

始の計画については、その確実性をしっかりと審査するよう要望

します。 

【一般社団法人日本民間放送連盟】 

 本案に対する賛成意見として承りま

す。 

No.５ 「電波法関係審査基準」改正案の第３条（１０）で、地上基幹

放送局の新たな免許申請の場合は、予備免許後１年以内に親局か

ら放送を行う旨が規定されましたが、公共の電波が使われずに放

置されることを防ぐとともに、視聴者を保護する観点からも適切

な措置と考えます。 

【株式会社テレビ朝日】 

本案に対する賛成意見として承りま

す。 

２－３ 新たな難視対策 

No.６ 第３条（無線局の免許及び再免許

並びに予備免許） 

（11）地上基幹放送局（テレビジ

ョン放送を行うものに限

る。）の免許の申請である場

合、基幹放送普及計画に定め

る区域において、平成27年３

月31日までに地上デジタルテ

レビジョン放送の受信を可能

とするための中継局又は共聴

施設等の整備計画が策定され

ていること。 

『「電波法関係審査基準」改正案の第3条（１１）の規定』及

び「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針」の１審査基準

（１）ア」に述べられていることに従い、地上基幹放送局は、平

成27年3月末に向けて、地上デジタルテレビジョン放送の受信可

能地域を、地上アナログテレビジョン放送の受信された区域と同

等にするべく作業を続けており、新たな難視の解消に努力してい

ます。この対策は、国策として遂行された「地上テレビジョン放

送」のデジタル完全移行に向けての作業であることから、国とし

ても引き続き地上テレビ放送事業者と連携のうえ、適時適切な施

策を講じていただけるよう要望します。 

【株式会社ＴＢＳテレビ】 

基本的に本案に対する賛成意見として

承ります。 

なお、新たな難視対策については、こ

れまでも国と放送事業者が連携して進め

てきたところであり、総務省としても引

き続き適切に取り組んでいく所存です。 

No.７ 「電波法関係審査基準」改正案の第３条（１１）に規定された
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また、当該整備計画に基づ

き整備が行われても、地上ア

ナログテレビジョン放送が受

信されていた区域において、

なお、地上デジタルテレビジ

ョン放送の受信ができない地

域が残る場合は、引き続き地

上デジタルテレビジョン放送

の受信を可能とするための中

継局の整備等に努めるもので

あること。 

＜地上基幹放送局の免許及び再免

許等方針案＞ 

１ 審査基準 

  免許及び再免許等の申請につ

いては、特に以下の事項に留意し

て審査すること。 

（１）地上基幹放送の公正かつ能

率的な普及 

ア 新たな難視対策 

平成23年７月24日（岩手

県、宮城県及び福島県の区

域にあっては平成24年３月

31日）をもって地上アナロ

グテレビジョン放送から地

上デジタルテレビジョン放

送に移行したが、テレビジ

ョン放送にあっては、地上

とおり、地上テレビ放送事業者はいわゆる新たな難視について、

平成２７年３月末の暫定的難視聴対策事業（衛星セーフティネッ

ト）終了を念頭に、可能な限り対策計画を策定し、その解消に努

めているところです。新たな難視対策は地上デジタルテレビ放送

への完全移行の総仕上げであり、国として引き続き地上テレビ放

送事業者と連携のうえ、適時適切に施策を講じていただくよう要

望します。 

【一般社団法人日本民間放送連盟】 

No.８ 新たな難視地区等については、ＮＨＫは各地域において国や民

間放送事業者と連携して対策計画を策定しており、対策はその計

画に従い実施していきます。しかしながら、対策計画の策定が困

難で検討中の地区について円滑な対策を促進するためには、放送

事業者のみならず国や自治体等が果たす役割が重要です。このこ

とから国においても引き続き対策経費の負担や自治体との調整な

どに取り組まれることを要望します。 

【日本放送協会】 

No.９ 「電波法関係審査基準」改正案の第３条（１１）に規定された

とおり、地上テレビ放送事業者は、いわゆる「新たな難視」につ

いて、平成２７年３月末に暫定的難視聴対策事業が終了すること

を念頭に、可能な限り対策計画を策定し、その解消に努めている

ところです。国として引き続き適切な施策を講じていただくよう

要望します。 

【株式会社テレビ朝日】 
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アナログテレビジョン放送

が実施されていた区域と同

等の区域において、平成27

年３月31日までに地上デジ

タルテレビジョン放送の受

信を可能とするための中継

局又は共聴施設等の整備計

画が策定されていること。 

また、当該整備計画に基

づき整備が行われても、地

上アナログテレビジョン放

送が受信されていた区域に

おいて、なお、地上デジタ

ルテレビジョン放送の受信

ができない地域が残る場合

は、引き続き地上デジタル

テレビジョン放送の受信を

可能とするための中継局の

整備等に努めるものである

こと。 

２－４ 事業計画の実施の確実性（比較審査基準） 

No.10 別添６ 地上系による基幹放送局

に係る比較審査基準 

１ 事業計画の実施の確実性 

（１）事業計画に記載された計画

を確実に実施するための資金

計画等経理的基礎が、より確

実であること。 

「電波法関係審査基準」改正案の別添６の比較審査基準におい

て「事業計画の確実性」に関する規定がありますが、既に事業計

画に従って基幹放送事業を行っている事業者については、その計

画は確実なものであると判断されるべきであり、その一方、書面

上の計画のみをもって確実性を担保することは、非常に困難であ

ると言わざるを得ません。 

事業計画の確実性を裏付けるために「（２）設備の整備計画」

事業計画の確実性については、その裏

付けとなる資料の提出を求める等によ

り、適切に審査を行う予定です。 

事業計画の確実性は、災害時等の放送

の役割に照らし重要であること、これを

確保する上で、「（２）設備の整備計

画」及び「（３）放送番組の制作体制、
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（２）事業計画に記載された計画

を確実に実施するための演奏

所設備、親局送信所設備、中

継局送信所設備等の送出系設

備、放送番組の制作系設備

等、事業計画遂行上必要な設

備の整備計画が、より確実で

あること。 

（３）事業計画に記載された計画

を確実に実施するための、放

送番組の制作体制、調達体制

が、より確実であること。 

「（３）放送番組の制作体制、調達体制」の２つの評価項目は大

変重要であり、より高い評価点に修正するよう要望します。 

【一般社団法人日本民間放送連盟】 

調達体制」が重要であること等から、こ

れらの評価点を変更することといたしま

す。 

No.11 「電波法関係審査基準」改正案の別添６（第３条関係）「地上

系による基幹放送局に係る比較審査基準」に、「事業計画の実施

の確実性」に関する規定がありますが、「（２）設備の整備計

画」「（３）放送番組の制作体制、調達体制」の評価点（ともに

3点）が「（１）資金計画等経理的基礎」の評価点（10点）に比

べ低くなっていることについて、「（２）設備の整備計画」

「（３）放送番組の制作体制、調達体制」は事業計画の確実性を

裏付けるための重要な要素と考えられることから、これら２つの

評価項目をより高い評価点に修正するよう要望いたします。 

【株式会社テレビ朝日】 

２－５ 放送対象地域内の世帯カバー率（比較審査基準） 

No.12 別添６ 地上系による基幹放送局

に係る比較審査基準 

 ２ 放送対象地域内の世帯カバ

ー率 

   放送対象地域内のできるだ

け多くの世帯において放送波

での直接受信が可能となる計

画を有していること。 

電波法関係審査基準（平成13年総務省訓令67号）の別添6（第3

条関係）地上系による基幹放送局に係る比較審査基準の表比較審

査を行う評価項目及び評価点において2放送対象地域内の世帯カ

バー率の算出に当たっては、再免許審査を含めエリア外共聴等に

よる視聴世帯を含めるようご考慮いただきたい。 

【株式会社サンテレビジョン】 

辺地共聴施設は地理的・地形的な条件

により自宅のアンテナでは視聴できない

世帯がテレビを視聴するために特別に設

置した施設であり、そうした施設により

テレビを視聴している世帯を放送波によ

るカバーエリア世帯として整理するのは

適切ではないと考えます。 

３ 基幹放送局の免許及び再免許等方針関係 

３－１ 視聴覚障害者等への配慮（留意事項） 
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No.13 １ 審査事項 

（４）視聴覚障害者等への配慮 

テレビジョン放送にあっ

ては、字幕放送、解説放送

の放送番組をできる限り多

く設けるものであること。 

 

 

「地上基幹放送の公正かつ能率的な普及」のために地上デジタ

ルテレビが受信できない難視地域の整備に努めることを放送業務

認定の第一の審査の基準として挙げる一方で、昭和４０年代にテ

レビ放送が開始されて以来の長期的難視聴者である視聴覚障害者

への対策には「字幕放送、解説放送を『できる限り多く設ける』

ものであること」と放送業者に「配慮」をお願いする方針になっ

ている。これでは、同じようにテレビからの情報を得ることので

きないデジタル難視者と視聴覚障害者を対等に扱っていることに

はならない。 

難視地域の対策同様、難視聴者対策も「公正かつ能率的な普

及」のために放送業者が自らの社会的使命として取り組むべきで

ある。 

従って、「１審査基準の（４）」を「配慮」ではなく、基幹放

送局に免許を与える条件にすべきである。 

 

○ 「２免許の条件」に「視聴覚障害者への対策をおこなうこ

と」を追加すること。 

※電波法１０４条の規定は何よりも「公益性」のために条件を

付すことが定められている。視聴覚障害者を公益外と扱うこ

とは人権蹂躙であり不当である。 

【財団法人全日本ろうあ連盟】 

「テレビジョン放送にあっては、字幕

放送、解説放送の放送番組をできる限り

多く設けるものであること」は、免許審

査の絶対的審査基準であり、この点を明

確にするため、１（４）及び３（２）の

項目名を「視聴覚障害者等への配慮」か

ら「視聴覚障害者向け放送の実施」に改

めます。 

また、再免許等に当たっての条件につ

いては、再免許等に係る申請内容に基づ

き判断いたします。 

なお、視聴覚障害者向け放送の充実

は、総務省としても重要な課題であると

考えており、今回いただいたご意見等

は、今後の総務省での検討において参考

とさせていただきます。 
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No.14 「できるだけ字幕付与」とあいまいに書かれており、どの程度

対応するかが任意のように読み取れる。もう少し努力義務の根拠

について明確に言及するべきである。 

例えば、「２０１７年字幕放送１００％実施および解説放送・

手話放送の拡大の視聴覚障害者向け放送普及行政の指針制定に鑑

み、できるだけ～」と目標値があることを明記して、１００％実

現に向けて計画的に実施できるようにすべきである。 

【財団法人全日本ろうあ連盟】 

「～できるだけ多く設けること」は放

送法第４条第２項を受けて記述しており

ます。 

各放送事業者は、「視聴覚障害者向け

放送普及行政の指針」に基づき、その目

標達成に向け、計画を作成し、充実に取

り組んでいるところであり、指針が掲げ

る目標を達成するに当たっての諸課題が

存在する中、現時点において明確な数値

基準や設備設置を絶対的な審査基準とす

ることは適切ではないと考えます。 

いただいたご意見は今後の検討に当た

っての参考にさせていただきます。 

No.15 ・ 字幕放送番組を出来る限り多く設けることとあるが、抽象的

で幅が広いできる限りという言葉を使わないように、完全実施

が出来ないのであれば、例えば字幕番組率 ％というような表

現にして欲しい。 

・ 認可する放送局の設備として、字幕付与の発信が出来る装置

(重畳)を備えること。 

・ 特にローカル局においては字幕付与の体制は出来ていないの

で、再免許された放送局は自体の字幕付与実施体制(人、物、

予算)マニュアルを作成し、放送局が自らの作業品質をチェッ

クする必要である。 

【社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会】 

３－２ 災害放送の実施（留意事項） 

No.16 １ 審査基準 

（５）災害放送の実施 

災害放送の実施について

は、災害が発生した場合にお

いても、当該放送を確実に実

施するための体制を確保する

ものであること。 

・ 災害に遭遇した放送局の代替施設を明示しさせること。 

【社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会】 

 いただいたご意見は今後の検討に当っ

ての参考とさせていただきます。 

３－３ 教育番組・教養番組の確保（条件） 
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No.17 ２ 免許の条件 

（１）教育番組・教養番組の確保 

テレビジョン放送の放送番

組の編集及び放送に当たって

は、教育番組10％以上、教養

番組20％以上(総合放送を行

うものに限る。日本放送協会

の教育放送の場合は、「教育

番組75％以上、教養番組15％

以上」と読み替える。)を確

保すること(親局に限る。)。 

「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針 ２免許条件（１）

教育番組・教養番組の確保」において、「教育番組10％以上、教

養番組20％以上の確保」が、免許の条件と規定されています。放

送番組の編集の自由の観点からすると、総合編成を行う地上基幹

放送局が、番組相互の調和をいかに実現するかは、本来、放送事

業者の自主的な判断によるものと考えます。 

また、昨年の改正放送法の施行により、地上基幹放送局は、

「放送番組の種別の公表制度」にのっとり、番組種別や放送時間

の公表を半年ごとに行っていることから、番組調和原則の実施状

況の透明性は、制度的にも担保されているものと考えます。 

したがって、免許条件に、「教育番組・教養番組の確保」の項

目を付することは不要と考え、削除を要望します。 

【株式会社ＴＢＳテレビ】 

再免許等に当たっての条件について

は、再免許等に係る申請内容に基づき判

断いたします。いただいたご意見はその

際の参考とさせていただきます。 

なお、本免許条件は、地上テレビ放送

についてこれまで長年にわたって設けら

れてきていることや、国民生活における

教育番組・教養番組の重要性等を十分に

勘案することが必要と考えます。 

 

No.18 「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針」制定案の２（１）

において、テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送に当た

り、教育番組１０％以上、教養番組２０％以上を確保する旨の免

許条件を付すとの考えが示されておりますが、放送番組の編集の

自由の観点からすれば、放送番組相互の調和を実現するための具

体的な比率は、本来、放送事業者の自主的な判断によることが原

則と考えます。 

また、「放送番組の編集に関する基本計画」を放送番組審議機

関に諮問する従来からの制度に加え、昨年６月末施行の改正放送

法によって「放送番組の種別の公表」制度が施行され、総合編成

のテレビ放送事業者は番組の種別や放送時間を半年ごとに公表し

ていることから、番組調和の履行状況の透明性は、制度的にも確

保されているところです。 

したがって同免許条件を付すことは不要と考えますので、削除

するよう要望します。 
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【一般社団法人日本民間放送連盟】 

No.19 「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針」の「2 免許の条

件」（1）において、「テレビジョン放送の放送番組の編集及び

放送に当たっては、教育番組10%以上、教養番組20%以上を確保す

ること」という免許条件を付すとの考えが示されていますが、放

送番組相互の調和を実現するための具体的な比率は、放送事業者

の自主的な判断によることが原則です。 

また、昨年6月施行の改正放送法で「放送番組の種別の公表」

制度が導入され、番組の種別や放送時間は半年ごとに公表してい

ます。番組調和の履行状況の透明性は制度的にも確保されていま

すので、同免許条件を付すことは不要と考えます。 

【日本テレビ放送網株式会社】 

No.20 「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針」の「２ 免許の条

件（１）教育番組・教養番組の確保」で、テレビジョン放送の放

送番組の編集及び放送に当たり、教育番組１０％以上、教養番組

２０％以上を確保することを免許条件として付すとの考え方が示

されていますが、放送番組の調和を実現するための比率は、放送

番組の編集の自由を尊重し、各放送事業者の自主的判断に任せる

ことが原則と考えます。 

また、「放送番組の編集に関する基本計画」を放送番組審議機

関に諮問する従来からの制度に加え、昨年６月末に施行された改

正放送法によって「放送番組の種別の公表」制度が施行され、総

合編成のテレビ放送事業者は、番組の種別や放送時間を半年ごと

に公表しているところです。これらによって番組調和の履行状況

については既に制度的に十分確保されており、さらにこうした免

許条件を付すことは過度に規律を課すことにつながると考えます

ので削除するよう要望いたします。 

【株式会社テレビ朝日】 
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３－４ デジタル放送用周波数の再編（リパック）（要請） 

No.21 ３ 要請 

（１）地上基幹放送の公正かつ能

率的な普及 

ア 地上デジタル放送移行後

の課題への対応 

テレビジョン放送（再免

許に限る。）にあっては、

地上デジタルテレビジョン

放送への移行後の残された

課題について改めて点検

し、万全を期すこと。具体

的には、 

(ｲ) デジタル放送用周波数

の再編（リパック）の着

実な実施 

1. 地上テレビジョン放送（470～710MHz）は、近い将来に当該

放送帯域を更に圧縮して52CHから42CH 以下に再リパックして470

～650MHz とするべき 

本年度、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴う空き周波数

（53CH から62CH の10CH）は、近年の移動通信用周波数の逼迫対

策のため、この利用帯域に割り当てられたところですが、最近の 

総務省の情報通信統計データベースによれば、移動通信事業者6 

社の移動通信トラフィック量は年間2 倍の伸び率を示しており、

今後10 年間で約1,000 倍のトラフィック量の増加が見込まれ、

更なる移動通信用周波数の確保等の逼迫対策が必要です。この逼

迫対策のためには、既存の放送用周波数の縮小も例外ではなく、

将来的に更なる周波数再編が考えられます。 

地上テレビジョン放送（470～710MHz）は、限られた周波数を

有効活用できるデジタル放送の利点を最大限活かし、近い将来に

当該放送帯域を更に圧縮して52CH から42CH 以下に再リパックし

て470～650MHz とし、空いた10CH 分の周波数を移動通信用周波

数へ割り当てる等、周波数の有効利用を行うべきであると考えま

す。 

 

2. 「電波有効利用の促進に関する検討会 報告書（案）」

（※）において、放送用受信設備（ブースター等）から携帯電話

基地局等への混信により他の無線通信に支障を及ぼす例が実際に

発生しており、関係業界を中心に一層の周知を図ることが必要で

あり、“あらかじめ受信系の不要電波レベルを抑制するための仕

組みについて検討すべき”とされており、地上波デジタル放送シ

ステムにかかるブースターシステム等からの干渉について慎重に

対応し、地上テレビジョン放送の再編後の空き周波数帯への混信

再免許等に当たっての要請について

は、再免許等に係る申請内容に基づき判

断いたします。該当する要請事項につい

ては、受信環境の改善を目的としたリパ

ックに関するものであり、いただいたご

意見は、今回の意見募集における改正内

容とは直接関係ないものと承知しており

ますが、ご意見については、今後の参考

意見として承ります。 
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防止を担保することが重要であると考えます。 

また、地上波デジタル放送システムにかかるブースターシステ

ムにおいて、新規に設置する物については二次利用システム・TV 

バンド外携帯電話システムから不用意に受信抑圧等を受けないよ

うに、以下の各項目に対するそれぞれのガイドライン等を電波産

業会にて策定していただくことを要望いたします。 

(1) 電波有効利用の促進に関する報告書で、今後市販される

UHF のブースターのフィルターの仕様について、厳密に縮退した

デジタル地上波TV バンドに限定したパスバンドを入力段でフィ

ルターアウトし、700MHz 帯の携帯電話端末並びに基地局、ITS 

等からの信号による受信抑圧を発生しない機器とする様に明確な

ガイドラインを設けるべき 

(2) UHF ブースターと壁端子盤は、中間周波数を携帯電話と共

用しているが、不用意に端子のみ取りつけている場合等を電子回

路で検知してLED 等でアラームして動作停止し、中間周波数帯の

不要輻射を解放端より発射しないように規制する、明確なガイド

ラインを設けるべき 

(3) 同軸ケーブルのコネクタ成端工事の不手際によりUHF ブー

スターと壁端子盤が、中間周波数を不要輻射している場合、ブー

スター給電等を利用して、自らそれを同様に検知してLED 等でア

ラームして動作停止する仕様を義務付けるよう、明確なガイドラ

インを設けるべき 

(4) TV 同軸端子のシールドが、蓋のリッドのプラスティック

の切断等による故障等により取れることがないように、明確なガ

イドラインを設けるべき 

※「電波有効利用の促進に関する検討会 報告書（案）」の意

見募集（平成24 年11 月16 日） 

第２章 利用者視点に立った電波の有効利用の促進 
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１．無線局の良好な受信環境の保護 

（１）放送用受信設備から発生する不要電波等への対策 

放送用受信設備（ブースター等）から携帯電話基地局等への混

信については、旧規格の機器の使用やその設置工事不良等によっ

て、中間周波数での不要電波が発生し、他の無線通信に支障を及

ぼす例が発生している。 

今後、同様の原因による混信の発生を最小化するため、関係業

界を中心に施工等の留意事項を取りまとめ、製造業者、販売店、

施工業者等への一層の周知を図ることが必要である。加えて、不

要電波の発生により他の業務への影響が生じる可能性が高い場合

には、あらかじめ受信系の不要電波レベルを抑制するための仕組

みについて検討すべきである。 

【ソフトバンクモバイル株式会社、 

ソフトバンクテレコム株式会社、 

ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【Wireless City Planning株式会社】 

【株式会社ウィルコム】 

３－５ ラジオ放送の難聴解消（要請） 

No.22 ３ 要請  

（１）地上基幹放送の公正かつ能

率的な普及 

ウ ラジオ放送の難聴解消 

中波放送又は超短波放送

（再免許に限る。）にあっ

ては、受信相談への適切な

対応等難聴の解消に一層努

めること。 

・「難聴の解消」は「事業計画の実施の確実性」にも大きく影響

する課題であると共に、大都市をサービスエリアに含むラジオ放

送事業者、特にAM事業者にとっては数年来の共通課題となってお

り、この度、要請の形でこの点について言及されることは、国が

当課題を重要視している表れと理解し歓迎するものです。  

・現在、当社の「受信相談への対応（電話・メール等で聴取者か

ら直接寄せられる指摘や相談）」については、個々の受信環境等

（住居環境、使用しているラジオの機種等）をある程度把握した

上で、環境改善のための助言を行うという対応に加え、適宜、番

組内で「受信位置」「アンテナ」「携帯電話、パソコン、テレビ

再免許等に当たっての要請について

は、再免許等に係る申請内容に基づき判

断いたします。いただいたご意見は、そ

の際の参考とさせていただきます。 

なお、ラジオ放送の難聴解消について

は、放送事業者と連携しつつ、国として

も適切に対処していく予定です。 
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などからの電波ノイズの影響」などに関して、受信状態を改善で

きる可能性のある対策を紹介するという対応をもって難聴解消に

努めているところです。 

・しかしながら、特に都市部においては、昨今の住宅事情の変化

（電波減衰を殆ど受けない木造住宅から、電波減衰が激しい鉄筋

コンクリート住宅化）、「AMラジオ受信に影響を与えるIT機器等

の爆発的な増大」などにより、電界強度的には聴取可能エリア内

であるにもかかわらず難聴となっている世帯が多数発生し、上記

対応では難聴解消に至らない事例が急増しております。 

・現状これらに対してはIPサイマルラジオサービス「radiko」で

も番組聴取が可能である旨を様々な方法を使って聴取者に周知す

べく努力しているところですが、全ての聴取者が利用できるわけ

ではありません。また、通信網に依存した番組配信は、放送局

側、聴取者側共にそれなりの費用が必要となるだけでなく、輻輳

による通信障害の発生という根本的な問題を有しているため、大

規模災害発生時等の情報伝達手段として「電波を使った放送」の

代替と成り得ないのは明白です。  

・ラジオ放送の難聴解消は、特に大都市をサービスエリアに含む

ラジオ放送事業者にとって、その「事業計画の実施の確実性」を

強固なものとし、さらには今回方針に加えられております「東日

本大震災の経験を踏まえた災害時の放送の充実」を実現するため

に必要不可欠なものと考えております。  

・我々放送事業者自身が難聴解消のための努力を引き続き行って

いくのはもちろんですが、今回の新たな免許方針提示を機に、国

としても、「現FM帯の拡張」等、何らかの措置を講じて頂くこと

を含めて、我々民間事業者の力では限界に近づいている「AMラジ

オの難聴解消」に前向きに取り組んで頂きたいと願っておりま

す。 
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【株式会社ニッポン放送】 

No.23 「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針 ３要請（１）ウ 

ラジオ放送の難聴解消」において、ラジオ放送の難聴解消に一層

の努力を行うことが求められています。 

ラジオ局は、事業の根幹である放送エリアの確保や受信環境の

改善にこれまでも努力しており、今後も努力を続けることは、経

営活動の根本であることは間違いありません。 

また、ラジオ放送の開始以来、これまでも、実現可能な対策

は、ほとんどすべて行ってきたと考えております。 

ラジオ放送の受信環境の悪化は、都市部では特に顕著で、その

改善には努めてはいるものの、現在のラジオ事業者の経営状況を

考えると、個社では、その努力にも限界があるといわざるを得ま

せん。 

しかし、東日本大震災の際にも、その存在感が改めて認識され

たとおり、ラジオは、国民の安心・安全のための重要なメディア

で、文字通りライフラインとしての役割を果たし、これからも果

たし続けるものと思われます。 

こうしたことから、難聴解消については、事業者に要請するだけ

でなく、国としても、適時適切な施策を講じていただくよう要望

します。 

【株式会社ＴＢＳテレビ】 

No.24 「地上基幹放送局の免許及び再免許等方針」制定案の３（１）

ウにおいて、ラジオ放送の難聴解消に努めるよう求められており

ますが、言うまでもなく、ラジオ放送事業者にとってラジオ放送

波は経営の根幹をなすものであり、リスナーからの受信相談等に

丁寧に対応しながら、ラジオ受信環境の改善・維持に努めている

ところです。 

またラジオ放送事業者は、中継局建設を含む送信側対策の実施
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にも努めてまいりましたが、我が国のラジオ放送の長い歴史にお

いて、実現可能な対策は概ね完了した状況にあります。現在では

中波・超短波とも周波数事情が大変厳しいことに加え、ラジオ放

送事業の経営環境が一層厳しさを増す中で、送信側対策は個別事

業者の努力を大きく超える場合が多いものと考えます。 

ラジオ放送は非常災害時のライフラインであり、その難聴解消

は国民の安心・安全に大きく寄与するものですので、ラジオ放送

事業者への要請のみならず、国として適時適切に施策を講じてい

ただくよう要望します。 

【一般社団法人日本民間放送連盟】 

No.25 親局の免許又は再免許等に当たっての要請の中で、ラジオ放送

の難聴解消に、より一層の努力を行うことが求められております

が、ラジオ事業者としては、聴取者からの受信に関する相談、問

い合わせには、日々丁寧に対応しながら、受信環境の維持改善に

努めているところであります。 

また電波の補完的な役割としてパソコンやスマートフォンで聴

くことのできるradikoを立ち上げ運用することにより、聴取者の

受信機会を拡大するとともに、電波の受かり難いビル内での聴取

を可能にするなど、ラジオ業界の経営環境がより一層厳しさを増

す中でも、受信機会の拡大や受信環境の改善に対する取り組みを

続けております。 

要請されているラジオ放送の難聴解消については、ラジオ放送

は非常災害時のライフラインでもあり、その難聴解消は国民の安

心・安全に大きく寄与するものでもあることから、ラジオ放送事

業者への要請のみならず、国として適時適切に施策を講じていた

だくよう要望いたします。 

【株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】 

No.26 ラジオ放送事業者である当社にとって難聴地域への対応は最重
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要課題と考えています。したがって、日頃からリスナーの受信相

談等には丁寧に対応し、ひとりでも多くのリスナーにより快適な

受信環境でラジオ放送を楽しんでもらえるよう努めています。 

 しかし、近年の都市化による電波の減衰や都市雑音の増加によ

り年々受信環境は悪化しています。送信側の対策として中継局等

の設置が考えられますが、周波数事情等もあり実現が困難な状況

にあります。昨年の計画停電の折には、それまで聴取できなかっ

たラジオ放送が聴取できたという現象も起きています。 

ラジオ放送はライフラインであり、「防災」「減災」に最も有

効なメディアです。難聴解消に向けて当社として今後とも努力し

ていく所存ですが、国としても適時適切に施策を講じていただく

よう要望します。 

【株式会社文化放送】 

３－６ 視聴覚障害者等への配慮（要請） 

No.27 ３ 要請  

（２）視聴覚障害者等への配慮  

テレビジョン放送の字幕

放送、解説放送及び手話放

送について、視聴覚障害

者、高齢者に十分配慮し、

総務省が策定した「視聴覚

障害者向け放送普及行政の

指針」を達成するよう努め

ること。特に、できる限り

全ての大規模災害等緊急時

放送における字幕放送の実

施及びＣＭへの字幕付与に

留意すること。 

ぜひとも、ＣＭへの字幕付与を義務化してくださるようお願いい

たします。 

【個人１】 

再免許等に当たっての要請や条件につ

いては、再免許等に係る申請内容に基づ

き判断いたします。 

なお、ＣＭへの字幕付与については、

総務省としても重要な課題であると考え

ており、今回いただいたご意見等は、今

後の総務省での検討において参考とさせ

ていただく予定です。 

No.28 通常番組の字幕化が進んでいることは理解していいますが、Ｃ

Ｍに関しては、いまだに一部トライアルが行われたままです。Ｃ

Ｍの情報は聴覚障害者にとっても重要な情報です。現状の記載の

ような、配慮や留意だけでは進展は難しいと思います。これを機

会にぜひＣＭの字幕化が進展するよう、義務化するとか目標値を

定める等もっと強く記載することを要望します。 

【個人２】 

No.29 ＜要旨＞ 

本方針の３要請（２）視聴覚障害者等への配慮について、すべ

ての人への情報保障の観点から強く賛同します。特にＣＭへの字

幕付与については、一日も早くトライアル放送から本放送への実



 19 

現のために関係者の積極的な取り組みを願うばかりです。 

＜具体的内容> 

花王では２０１１年８月より、字幕付きＣＭの長期トライアル

放送を計３回複数局に渡り実施してまいりました。その反響は予

想以上のもので、賛同するたくさんのご意見ご感想をいただいて

いることから、ＣＭへの字幕付与の必要性を強く感じた次第で

す。 

ご意見の内容は、ＣＭの内容がわかって嬉しい、楽しい。役に

立った、銘柄選択の幅が広がった、というだけでなく、家族や恋

人との会話がはずんだ、絆が深まったという、こころの豊かさに

つながるものまでありました。当たり前ですが改めて、ＣＭは放

送の一部であり、もっとも社会的平等を必要とする情報なのだと

感じました。 

私自身が広告クリエーターであることから、当初は字幕とクリ

エイティブ性の相反に悩むこともありましたが、字幕本放送を望

むたくさんの方々の声を聞くにつれ、これはＣＭの送り手として

当たり前の「情報保障」要件であると信じるようになりました。 

それどころか、字幕付与の活動を通して得た「情報格差」に対す

るセンスは、本来のクリエイティブセンスを上げることにもつな

がるとまで思うようになりました。障害をお持ちの方々は、人一

倍感受性が強く、人の思いに想い至るヒューマンセンスも豊かで

す。そうした方々と交流していると、何が本当にわかりやすく

て、センスがいい情報なのか、考えさせられることが多いので

す。近年叫ばれているユニバーサルデザイン促進の観点からも有

用な取り組みだと考えます。 

インターネットが普及して、ＴＶ離れや、ＣＭ離れが叫ばれて

久しいですが、字幕付き放送・ＣＭが当たり前になり、情報保障

が根付けば、自然とＴＶの価値はあがり、もっともっと社会のお
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役にたてるメディアとして再注目・活性化されるものと信じま

す。 

弊社の取り組みを通じて得た知見は、すべて公開の上、関係者

のみなさまにお役立ていただければと思っております。そうした

機会が一日も早く訪れることを願って、ご意見とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

【花王株式会社】 

 No.30 再免許の審議基準として、日本は、世界の先進国に比べ、一般

番組に対する字幕付与、ＣＭ字幕は殆どついていない現状を改善

すべく、ＣＭ字幕を付ける事も審議基準に盛り込んでほしい。な

ぜならば、我々、聴覚障碍者らも国民の一人であり納税してお

り、平等に情報を得る権利もあるはずです。しかし、現実は、情

報保障がなされておらず、「3.11東日本大地震」時に一番困った

のが、情報弱者と呼ばれる、聴覚障碍者、日本語が判らない在日

外国人耳の遠くなった高齢者が、一番大変な思いをした現実があ

ります。隣国、韓国では10年～20年前の当時は、日本よりも情報

保障がかなり遅れていました。しかし、今は日本を追い越しまし

た。特に緊急放送は2010年頃から、100％字幕を付与する事が義

務付けられています。日本は、東日本の時、テレビに字幕が付い

てたり、付いてなかったりとバラバラで十分な情報が得られなか

った感じがありました。 

手話通訳は、字幕を付ける情報保障より緊急時に対応できるも

のですが、残念なことに政府などの行政から緊急放送での話し手

のすぐ隣に立てないがゆえ、テレビに映らない。収録現場に聴覚

障碍者が居るのでしょうか？ほとんどの聴覚障碍者は遠隔地より

テレビを見る視聴者側です。国外では、非常事態のオバマ氏の緊

急放送では隣に手話通訳者が立って通訳しており、テレビ枠にも

収まって映っていたお蔭で理解が出来た。これはニュージーラン
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ド大地震時もそうだった。 

しかし国内ではそう言った配慮がないために、放送事業の再免

許の基準にメディアの殆どに（ＣＭも含む）字幕付与を義務付け

る事を望む。最近は字幕挿入ソフトなども安価なものも出てきて

おり、コストも抑えられるようになってきてると思います。また

最近のデジタルテレビは字幕の表示のオンとオフの切り替えも出

来るようになってきています。私たちの聴覚障碍者の人権保障の

ためにも情報保障の一つである字幕付与の実現率100％を望みま

す。 

どうかよろしくお願いします。 

【個人３】 

 No.31  視聴覚障害者等への配慮において、「できる限り全ての大規模

災害等緊急時放送における字幕放送の実施及びＣＭへの字幕付与

に留意すること」が書かれていますが、私自身聴覚障がい者なの

で、大変嬉しく思います。 

現在災害緊急時放送やＣＭでの字幕はまだ殆どつかない状態で

す。災害緊急時こそ、聞こえない私自身だけではなく、家族や身

内など四囲の人達へのストレス負担(特に余裕がない時は尚更Ｔ

Ｖ放送内容を通訳するのは大きな負荷がかかります)が軽減し、

同時に聞こえない人も一人称で状況把握し、自らできることを考

えて四囲の人達へのサポート働きかけもできるようになるのでよ

りお互いスムーズに支え合うのにつながります。 

またＣＭ字幕も聴覚障がいに限らず、知的発達障がい者（私の

息子がそうで、反復性のあるＣＭがとても興味が高く、しかし聞

こえない親はその内容が把握できず、また息子は私に教えるほど

の知的レベルまで達していません。もし字幕が付与されれば、私

の方から息子に合わせたコミュニケーションアプローチ方法でも

って、そのＣＭに関するコミュニケーション共有を楽しめること
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になります）、高齢者や外国人（日本語字幕付与の土台が確立で

きれば、将来的に、その多言語翻訳版にすぐつながりますよね） 

にも大変有益なものになるはずです。 

そして、ここでも一番重要なポイントはＣＭ内容をお互い把握

した上でのコミュニケーション活性化につながることです。 

以上、これらの字幕付与は障がい者・高齢者などの当事者だけ

ではなく、その周りにいる家族・友人とのタイムリーな話題に関

するコミュニケーションにも自ら能動的に関われるようになりま

す。 

つまり字幕付与化することで、当事者へのサポートだけではな

く、当事者がその字幕情報を得たことによる、自ら外部への働き

かけもできるので、単なる平等に情報を提供するだけではなく 

その結果社会参加も可能にするツールにもなるとも言えます。 

是非、免許条件に災害等緊急時放送やＣＭにも「字幕付与」を

義務付けられるようによろしくお願い致します。 

【個人４】 

 No.31  今回の審査基準の中で「CMへの字幕付与」について触れられて

いることを、心から嬉しく思いました。ありがとうございます。 

私は人生の途中で聞こえなくなりましたが、聴力を失って以

来、テレビ番組だけでなくCMにも字幕がほしいと訴え続けていま

す。CMはテレビ放送の約18%を占めている貴重な情報源ですし、

面白いCMは家族や友人との話題にものぼります。それにもかかわ

らずこれまで、聴覚障害者には伝えられていなかったのです。 

同じ料金を払ってテレビを視聴している以上、こうした情報格差

はあってはならないことだと思います。また、ユニバーサルデザ

インが普及しつつある中、各企業でどんなに良い商品を作ってい

ても、伝わらなければ意味がありません。 

昨年からトライアル放送をされている花王株式会社の字幕付き
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CMを拝見し、CMの内容がわかる、ということだけでその商品を買

ってみたい、という気持ちになりました。それだけでなく、トラ

イアル放送を繰り返している花王という会社に対するイメージも

変わりました。こうした企業の姿勢は社会的評価にもつながりま

す。 

すべての人に同じ情報を伝えるという「情報保障」の観点でも 

一日も早く現在のトライアル放送から、本放送への実現を願って

います。こうして意見を出すことで、何が本来あるべき姿なの

か、多くの方に考えていただくきっかけとなればと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

【個人５】 

３－７ 混信の排除等への取組（要請） 

No.33 ３ 要請 

（４）混信の排除等への取組 

テレビジョン放送にあっ

ては、混信妨害又は山岳反

射による受信障害が発生し

た場合には、これらを解消

するため、必要な調査及び

対策の実施に努めること。 

混信については、従来から調査による原因究明の後、各地域に

おいて国や民間放送事業者と連携して対策計画を策定しており、

対策はその計画に従い実施していきます。今後、外国のアナログ

テレビ放送の終了に伴い周波数リパック等が実施された場合、外

国からの到来電波により国内に新たに混信が生じる可能性があり

ます。そのような混信が発生した場合には、国において混信解消

のための対策経費の負担や国際調整などに取り組まれることを要

望します。 

【日本放送協会】 

再免許等に当たっての要請について

は、再免許等に係る申請内容に基づき判

断いたします。いただいたご意見は、そ

の際の参考とさせていただきます。 

なお、混信の排除への取り組みは免許

人たる放送事業者の責務として主体的な

取組が求められるところですが、国とし

ても、適切な取組を推進してまいりま

す。 

４ その他 

No.34 － 今回の制度整備を踏まえた再免許等申請の実務については、提

出資料の重複等を避けるなどできる限り簡素化し、申請者の負担

軽減を図るよう要望します。 

【一般社団法人日本民間放送連盟】 

ご意見を踏まえ、申請者の負担軽減を

図るようできる限り申請実務を簡素化す

る予定です。 

 

No.35 － ［要旨］ いただいたご意見は、今回の意見募集
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ＥＷＳの信号は、地デジ等のメディアで自動的に電源をＯＮに

する自動起動のためのフラグとして定義されているが、ＥＷＳは

緊急警報信号を伝達される場合に限られる為、実質として津波以

外の災害で緊急警報信号を用いることが出来ないという制限があ

る。もっと広範囲な災害に対してもＥＷＳを利用できるように”

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準

方式第十三条第三項等の規定に基づくＴＭＣＣ情報の構成（平成

二十三年六月二十九日総務省令第三百四号）”の中に定義されて

いるＥＷＳについて”起動制御あり（緊急警報信号を伝送する場

合）”となっているものを”起動制御あり（緊急警報信号を伝送

する場合、又は指定された災害情報を伝達する場合）”などと改

正し、様々な防災の為の警報送出にＥＷＳの信号が使えるように

して頂きたい。 

［意見内容］ 

１．地デジのＴＭＣＣ情報については、”標準テレビジョン放送

等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式（平成二十三年

六月二十九日総務省令第八十七号）”の中で、第十三条、及

び、別表第十一号で構成が定義されており、第十三条３によ

り”ＴＭＣＣ情報の構成については、総務大臣が別に告示する

ところによるものとする。”とされている。 

２．ＴＭＣＣ情報については、さらに”標準テレビジョン放送等

のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第十三条第三項等

の規定に基づくＴＭＣＣ情報の構成（平成二十三年六月二十九

日総務省令第三百四号）”にて別表第一号にＢ26のビットを”

起動制御信号”として定義することが記載されている。また、

別表第３にて値が0のときに”起動制御無し”、1の場合に”起

動制御あり（緊急警報信号を伝送する場合）”と記載されてい

る。 

における改正内容とは直接関係ないもの

と承知しておりますが、ご意見について

は、今後の参考意見として承ります。 
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３．つまり、ＥＷＳを利用できるのは、緊急警報信号を伝達され

る場合に限られるということになる。 

４．緊急警報信号については、電波法施行規則 第二条八十四の

二に”「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助

のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始

信号又は終了信号をいう。”、八十四の三に、”「第一種開始

信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるため

に伝送する信号をいう。”、八十四の四 に”「第二種開始信

号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるため

に伝送する信号をいう。”と定義されている。 

５．また、無線局運用規則 第百三十八条の二に”地上基幹放送

局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防

又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めると

きは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放

送することができる。”とかかれており、第一種開始信号につ

いては、”一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律

第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられた

ことを放送する場合”、”二 災害対策基本法(昭和三十六年

法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第

二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められ

た放送を行う場合”となっており、第二種開始信号について

は、”三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三

条第一項の規定により津波警報が発せられたことを放送する場

合”となっている。 

６．ところで、本年３月の衆議院総務委員会において、緊急地震

速報の伝達の為に、緊急警報放送にある自動起動を活用する可

能性について質疑が行われ、総務大臣からは、技術的な検証が

必要であり、防災関係省庁と防災の専門的見地から、有効性を
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検証する必要がある旨を回答されているとの事。 

７．現在ほぼ全ての各市町村の行政機関にはＪアラートの受信機

が設置してあり、緊急警報信号を含む防災の為の警報を瞬時に

送る仕組みが存在する。 

８．Ｊアラートから得られる具体的な情報で同報系防災行政無線

（以降、同報無線と略）と連動して送出可能な情報として、弾

道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、

大規模テロ情報、その他の国民保護情報、緊急地震速報、津波

警報（大津波、津波）、噴火警報、東海地震予知情報、東海地

震注意情報、震度速報、津波注意報、火口周辺警報、気象警報

（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）、土砂災害

警戒情報、竜巻注意情報がある。 

９．６では緊急地震速報のみの話しか出ていないが、８のような

災害に対してもＥＷＳを利用して装置を自動起動させ可能な限

り多くの人々に対して警告を行うことが必要なのではと考え

る。 

１０．Ｊアラートの設置については、総務省消防庁より”全国瞬

時警報システム業務規程”平成二十四年十一月二十六日一部改

正により、従来、指定公共機関でない放送局へのＪアラート設

置は認められていなかったものが、都道府県の許可を得られれ

ば設置可能となった。これによりコミュニティＦＭ等でＪアラ

ートの受信機を持ち、それを利用した災害情報の伝達が可能と

なった。 

１１．今後の新しい放送メディアとして、エリア放送、V-LOWマ

ルチメディア放送が注目されているが、１の地デジと同じ、

ISDB-T(sb)のシステムを利用する放送となる。 

１２．特にV-LOWマルチメディア放送については同報無線で災害

情報を取得出来なかった人々に対して補完の出来るメディアと
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して、また、警報だけでなく、V-LOWマルチメディア放送はラ

ジオ局の多くが参入してくる予定の為、災害情報の詳細を伝え

ることが出来るメディアとしても注目されている。 

１３．既にＶ－ＬＯＷマルチメディア放送の実証実験は始まって

おり、加賀ハイテックより“デジタル防災ラジオ”、山形カシ

オより“安心・安全情報端末”といったデジタルラジオ受信機

の試作が公表されており、それらはＥＷＳを受け自動起動し、

災害情報を表示する機能を持っている。 

１４．ラジオは災害時、震災に遭われた地域で震災当日利用した

メディアをアンケート調査した結果、テレビやインターネット

等を抑えてダントツ１番利用されたメディアであったとの調査

報告もある。災害時にラジオが役立つということは誰もが持つ

共通認識であると考える。 

１５．東日本大震災では、臨時災害放送局も沢山立ち上がり情報

伝達の重要な役割を果たし、まだ放送を続けている局も多い。

信越総合通信局の「防災・減災のため放送利用行動計画

（案）」には”平時からのメディアを最大に活用してその連続

で非常時に対処する。日頃から放送を行うコミュニティＦＭや

ＣＡＴＶのハードとソフトを活用することで、臨時災害放送局

を迅速に開し宅内や車は情報が届きにくい防災行政無線の補完

を目指す。”と書かれている。 

１６．２で規定されているEWSのビットは既にテレビで使用され

ている受信チップに機能として実装されており、あとはテレビ

側のソフトの処理でそのビットを利用するかどうかを判断でき

るようになっている。また、EWSのビットについては、テレビ

の待機電力による省電力での監視が可能となっている受信チッ

プも多い。 

１７．ただし、実際にEWSのビットを処理して自動起動できるTV
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は全販売台数の1%にも満たないといわれており、各メーカーの

対応は冷めている状況である。 

１８．なぜ１７のような状況になっているのかについては、ユー

ザーからの需要がないからではなく、緊急警報信号が放送局か

ら出力される災害は、４の第二種開始信号である津波以外の緊

急警報信号が過去に出たことが無く、津波以外の災害、例えば

８のような災害に対しての起動が出来ないためという理由が考

えられる。 

１９．緊急警報信号としては、第一種開始信号もあるが実際にこ

の警報信号が出たことはない。理由としては、東日本大震災の

ような場合においては、地震による災害よりも津波災害に対す

る警告が優先されたということや、総理大臣や都道府県知事の

指令がないと信号を出せないなどの理由により、大災害が起

き、その災害による被害が確認されてからでないと信号が出せ

ないことにも問題があると考えられる。 

２０．本来、緊急警報信号は災害発生と同時に警報が発令される

べきであり、Ｊアラートのような信頼に足るべき情報源を元と

した人手を介さない災害発生情報により出来るだけ速やかに警

報が出力されるのが望ましいと考えられる。 

２１．１７の受信機の問題だけではなく、地デジの放送局側も全

ての放送局がEWSを送出しているわけではないことにも、問題

があると考えられる。 

２２．２１については受信機の普及率があまりに低い為、放送局

側としてもメリットがないと感じているのではと考えられ、受

信機の普及率次第では改善される可能性があると考えられる。 

２３．１６のとおり、実際の受信チップにはEWSの受信機能が搭

載されている為、実質津波以外の災害伝達においても利用でき

れば、テレビによってはソフトウエアの書き換えで対応出来る
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可能性もある。 

２４．ところで、放送局より４以外の条件でEWSを送出すると、

EWSのフラグは非常に責任のあるフラグなので、どのような条

件でEWSのフラグを放送局から送出したのかの区別がつきにく

いという意見も出ている。 

２５．２４のような意見に対しては、実際に４の条件が発生して

EWSのフラグを立てる場合には、”関連情報の構成及び送出手

順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット

及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成

並びに緊急情報記述子の構成（平成二十三年六月二十九日 総

務省告示第二百九十九号）”に記載されているように緊急情報

記述子の送出が必須となっているため、この記述子を送出して

いる場合は４の条件の緊急警報信号であるということが判別可

能である。 

２６．４の条件とは異なる、８に記載したような災害を伝達する

場合は、緊急情報記述子ではなく、他の記述子を用意してそれ

を伝送することが必須であると考える。 

２７．記述子の詳細については、ＡＲＩＢ等の機関で検討するの

が妥当であると考える。 

２８．緊急情報を２のＴＭＣＣ情報のＥＷＳではない、他のビッ

トを用いる方がよいのではという意見もあるかもしれないが、

既に１のシステムは普及しており、２３のように、ソフトでの

対応により対応出来る可能性、１１のような新しいメディアを

含めたメディア横断性を考えるとＥＷＳのビットを利用するの

が一番良いと考える。 

２９．結論として、行政機関が現在利用している同報無線とも連

動して災害情報送出可能な情報源としてＪアラートがあり、Ｊ

アラートからの８のような災害情報に対してもＥＷＳを放送局
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が送出できるようにすれば６で話されているとおり自動起動の

活用が増え、国民にとっても大きなメリットが享受できるので

はと考える。 

３０．２９を実現する具体的な方法として、例えば現在２に書か

れている、”起動制御あり（緊急警報信号を伝送する場合）”

となっているものを”起動制御あり（緊急警報信号を伝送する

場合、又は指定された災害情報を伝達する場合）”と改正する

ことが考えられる。 

３１．本件とは直接の関係はないが、緊急地震速報についてはＡ

Ｃデータを利用した”標準テレビジョン放送等のうちデジタル

放送に関する送信の標準方式別表第十八号注3の規定に基づく

地震動警報情報の構成(平成二十三年六月二十九日 総務省告

示第三百六号)”という規定もあるが、これは、地震に対する

高度な防災対策として別途利用できる可能性があり、一般的な

災害警報とは別な意味での利用法も考えられ、将来運用できる

よう残しておくことが必要と考える。 

【コミュニティ・サイマルラジオ・アライアンス】 

No.36 放送番組の内容等に関するご意見 上記のほか、放送番組の内容に関連した意見、今回の意見募集

の対象と直接関係ないと考えられる意見が個人を中心に多数提出

されました。これらの意見の中には同文のものや同旨のものも多

く含まれており、代表的な意見の概要を以下のとおり記載するこ

ととします。 

 

・「日本の国益ではなく、特定外国の国益に叶うような偏向」や

「解散総選挙という国の運命を左右する報道においても、特定

政党、党首に対する偏向報道」が行われているとの意見 

・偏向報道が行われているとし、「「株式保有者の比率制限」及

び「議決権を有する株主の比率制限」を報道に影響を与えない

これらのご意見につきましては、今後

の行政を進めていく上での参考とさせて

いただきます。 

なお、放送法は、放送番組の適正確保

について、放送事業者による放送番組の

編集基準の策定、放送番組審議機関の設

置など、放送事業者の自主的な取組を通

じて実現していく仕組みとなっていま

す。こうした仕組みの下で、総務省とし

ては、引き続き適切に対応していく予定

です。 
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レベルに制限する」べき等の意見 

・地上基幹放送局の免許及び再免許等方針に「放送法関係審査基

準」「で掲げられた項目（特に放送番組の編集に関する規定）

についても」記載すべき等の意見 

・偏向報道が行われているとし、放送法「第４条違反を民間から

常時受け付ける対策室を総務省に設立」すべき等の意見 

・「放送を監督する行政委員会を設置」すべき等の意見 

・電波の「入札制度を採用し高額の使用料をＴＶ局から徴収し国

民に還元」すべきとの意見 

・「テレビ局も、公共の電波を使用して得た収入に応じて電波使

用料を増やすべき」等の意見 

・ＮＨＫの放送番組を「見ても居ないのにＴＶを持っているだけ

で受信料を取るのはおかしい」等として「ＮＨＫへのスクラン

ブル厳命」をすべきとの意見 

・「ＮＨＫにおいて、国会中継が少なすぎる」との意見 

 


